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●新しい学校が
　増えます
●教室不足が
　解消されます
●笑顔あふれる
　安心・安全な
　学校になります

障害児学校のよりよい設置基準を求め、豊かな障害児教育の実現をめざす会
〒102-0084    
東京都千代田区二番町12－1　全国教育文化会館３階　
TEL 03（5211）0123
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設置基準の趣旨をふまえ
「すべての子どもたちの
発達を保障する」ため、特別支援学校の

劣悪な教育条件の改善を求めます

　特別支援学校の既存校は、音楽室や調理室などをつぶして普通
教室にしたり、倉庫で学習したりしています。図書室のない学校もとても
多いです。学習するには望ましくない環境で卒業まで過ごす子どもたち
がたくさんいます。
　深刻な過大・過密や教室不足を解消するためには、新しい特別支
援学校の建設が不可欠です。小学校・中学校・高校などの空き教室
を活用して分教室や分校を設置することは、「間借り」した施設で子ど
もたちが教育を受けることになり、教育活動や設備面などの制約も多く、
本来の教育環境としては望ましくないと考えます。　 
　教室不足が深刻な地域に、必要な施設・設備を備えた新しい学校
の建設が必要です。そのための国による自治体への財政支援を求め
ています。

110000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

145000

150000
（人）

900

1100

1300

1500

1700

1900
（校）

2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
（年）

122269

128738
134092

138186 140669

142525

147608

990 1021 1056 1076 1087 1100 1118

公立特別支援学校児童
生徒数

公立特別支援学校数

引き上げを求めています

既存校にも
設置基準が
適用されれば

からだを思いきり
動かせない

トイレが不足して
トイレ前は大渋滞

現状の
特別支援学校は
教室不足が深刻…

廊下で
体育

地域にねざした小規模で
インクルーシブな
特別支援学校を特別支援学校は一

人ひとりの障害に応
じた専門性の高い
教育をしています
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【請願趣旨】

【請願事項】

障害児学校のよりよい設置基準を求め、豊かな障害児教育の実現をめざす会
〒102-0084　千代田区二番町12-1 全国教育文化会館３階　TEL 03-5211-0123
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1．制定された「特別支援学校設置基準」をより実効性あるものとするために、以下の内容を規定した「設置基準」にな
るよう早急に見直しを図ってください。
①既存校の基準適用を「努力義務」にせず、設置基準への適用期限を明記すること
②在籍する児童・生徒数の上限を1校につき150人以下とすること
③通学時間の上限について、家庭から学校までを1時間以内と規定すること
④教諭等の数は、１学級につき２名以上とし、児童・生徒の指導にあたるものとすること
⑤障害種ごとに必要な特別教室の種類や数を明記すること。普通教室は１教室あたりの面積を60㎡以上とすること

２．設置基準制定の目的である、特別支援学校の教室不足解消と教育環境の改善をただちに実現するための学校新設がす
すむよう、以下のことを行ってください。
①自治体が学校新設を促進するために、特別支援学校設置に関わる国庫補助率を早急に 3 分の２に引き上げるなどの
予算措置をしてください。

②国の教室不足解消のための「集中取組期間」を延長するとともに、各自治体が策定する「集中取組計画」が教室不足
解消の実効性ある整備計画となるよう支援してください。

設置基準制定の趣旨をふまえ、既存校の劣悪な教育条件の改善のために、特別支援学校新設をすすめること

設置基準をいかし特別支援学校の
教室不足解消を求める請願署名

　全国的に特別支援学校の児童生徒の増加がすすみ、20年間で児童生徒が55,058人増で1.59倍になったのに対して、学校数は183校増
で1.19倍にとどまっており、きわめて不十分です。全国で不足している教室は、2023年度の文科省「公立特別支援学校教室不足調査」結
果では3359教室もあることが明らかになっています。
　特別支援学校では、普通教室を確保するために、１つの教室をカーテンやついたてで仕切って2教室として使ったり、調理室や音楽室な
どの特別教室を普通教室に転用したりしている所が、前述の調査によると7476か所にものぼります。仕切った教室はとても狭い上に、隣
のクラスの授業の声や音が筒抜けで落ち着いた授業になりません。特別支援学校の子どもたちは、長年にわたって劣悪な教育条件のも
とで様々な我慢を強いられています。
　このような事態を生み出した原因が、特別支援学校の設置基準がないことだとして、父母・保護者・教職員・関係者が「特別支援学校
にも設置基準をつくって」と声を上げ、10年余にわたる運動をし続けてきた結果、2021年9月24日に「特別支援学校設置基準」が制定さ
れました。この設置基準制定の趣旨には「特別支援学校の教育環境を改善する」と記されており、国や自治体には特別支援学校の劣悪
な教育条件を改善する責務があります。しかし、設置基準が制定されたもとでも、既存校適用開始が明記されず、既存校への基準適用
は「努力義務」となっていて、教育条件の悪化に歯止めがかかっていません。
※「努力義務」とは、設置基準の附則２にある『当分の間、なお従前の例によることができる』の部分を指します。
　上記の実態をふまえ、下記の事項について実現してください。


